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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
河
野
官
房
長
官
談
話
の
作
成
過
程
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
河
野
官
房
長
官
談
話
の
作
成
過
程
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
実
関
係
は
、
参
議
院
議
員
吉
田
忠
智
君
提
出
安
倍
内
閣
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平

成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日
内
閣
参
質
一
八
七
第
二
七
号
）
十
一
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
慰
安
婦
問
題
を
巡
る
日
韓
間
の
や
り
と
り
の
経
緯
」
（
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
河
野
談
話

作
成
過
程
等
に
関
す
る
検
討
チ
ー
ム
報
告
。
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
政
府
は
、
「
関

係
省
庁
に
お
け
る
関
連
文
書
の
調
査
、
米
国
国
立
公
文
書
館
等
で
の
文
献
調
査
、
さ
ら
に
は
軍
関
係
者
や
慰
安
所
経
営
者
等

各
方
面
へ
の
聞
き
取
り
調
査
や
挺
対
協
の
証
言
集
の
分
析
等
の
一
連
の
調
査
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
」
事
実
関
係
を
基
に
、
元

慰
安
婦
か
ら
の
「
聞
き
取
り
調
査
終
了
前
に
既
に
談
話
の
原
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
政
府
は
、
日
本
側
が
「
い
わ
ゆ
る
「
強
制
連
行
」
は
確
認

で
き
な
い
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
そ
れ
ま
で
に
行
っ
た
調
査
を
踏
ま
え
た
事
実
関
係
を
歪
め
る
こ
と
の
な
い
範
囲
で
、
韓
国

一



政
府
の
意
向
・
要
望
に
つ
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
受
け
入
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
は
拒
否
す
る
姿
勢
で
、
河

野
談
話
の
文
言
を
巡
る
韓
国
側
と
の
調
整
に
臨
ん
だ
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

二


